
令和　　　年　　　月　　　日

桃園幼稚園 園長 殿

印

インフルエンザ

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症

麻しん(はしか) 解熱後、３日を経過するまで

風しん

水痘(みずぼうそう)

咽頭結膜熱 主要症状が消失した後、２日を経過するまで

結核 症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで

髄膜炎菌性髄膜炎 症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで

令和　　　年　　　月　　　日　～　　　年　　　月　　　日

（　　　日間）

医療機関名

所　在　地

連　絡　先

　下記疾患が治癒し、登園に差し支えないと判断されましたので登園いたします。

欠　席　届（第２種感染症）

学校法人 桃園学園

組 名

園児氏名

保護者氏名

流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)

耳下腺などの腫脹が発言した後、5日を経過し全身
状態が良好となるまで

発症後５日、かつ解熱後幼児は３日が経過するまで

発症後５日、かつ解熱後幼児は３日が経過するまで

記

病　　名

百日咳
特有の咳が消失、または5日間の適正な抗菌剤によ
る治療が終了するまで

加療期間

受診医療機関

※保護者の皆様へ
　感染症の集団感染を出来るだけ防ぎお子様が快適に園で過ごせますよう、上記の感染
症については登園の目安を参考に、かかりつけ医の診断に従い、この届けのご記入及び
ご提出をお願いいたします。

発疹が消失するまで

全ての発疹が痂皮化(かさぶた様)するまで


